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1 見出しくらしと税金

東日本大震災及び原子力災害で被災された
みなさまに改めまして心からお見舞い申し上
げます。
県では、復旧・復興財源の確保のため、引

き続き適正な賦課徴収を進めていくととも
に、これまでに創設した県税の特例措置に加
え、東日本大震災復興特別区域法等の規定に
より新たに設けた課税免除制度の適切な運用
により、被災された方々の支援と雇用機会の
確保等による本県の産業復興に寄与してまい
りたいと考えております。
この「くらしと県税」は、これらの措置を

含んだ県税制について分かりやすくまとめた
ものです。
県民のみなさまに広く御覧いただき、県税

について、より一層の御理解と御協力をいた
だければ幸いです。

福島県総務部税務課長　佐藤　篤信

県の仕事と財政
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Ⅰ  はじめに

Ⅱ  基本理念

Ⅲ-ⅲ 地域別の取組

Ⅳ　復興の実現に向けて

Ⅲ  

主
要
施
策 Ⅲ-ⅱ Ⅲ ⅱ
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と
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へ
向
け
た
重
点

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　平成24年度は、復興元年です。県では、昨年12月に策定した「福島県復興計画（第１次）」に基づき、
東日本大震災からの復興と原子力災害からの再生の実現に向けての取組を最重点事業として、各種取組を進
めています。

福島県復興計画（第１次） ・平成23年12月28日策定
・平成23（2011）年から平成32（2020）年度の10か年計画

民間団体や県民等との連携、市町村との連携、国への要請、復興に係
る各種制度の活用、実効性の確保

相馬エリア・双葉エリア・いわきエリア・中通りエリア・会津エリア

１　復興計画策定の趣旨・策定までの経過　　２　復興計画の性格

復興のために重要な事
業を抽出し、プロジェ
クトとして示した。

○ 県づくりの指針として大きな方向性や施策を示す県総合計画「いきいき　ふくしま創造プラン」（平成22年度～26年
度の５か年計画）については、東日本大震災及び原子力災害などにより、本県を取り巻く社会経済情勢が計画策定時
の想定を超えて大きく変化していることから、平成24年に全面的な見直しを行います。
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安心して住み、暮らす安心して住み、暮らす まちをつくり、人とつながるまちをつくり、人とつながるふるさとで働くふるさとで働く

○ 原子力に依存しない※、安全・安心で持続的に発展可能な社会づくり
○ ふくしまを愛し、心を寄せるすべての人々の力を結集した復興
○ 誇りあるふるさと再生の実現
　※ 国・原子力発電事業者に対して、県内の原子力発電所の全基廃炉を求めることとしている。
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平成24年度当初予算の概要
平成24年度の一般会計予算は、対前年度当初予算比75.1％増の1兆5,763億5,200万円となりました。総額のうち、震災・

原子力災害対応分として7,255億円、通常分として8,509億円を計上しました。
東日本大震災からの復興や原子力災害から再生に係る取組を最優先に予算を編成し、復興計画に掲げた基本理念を具現化する

ため、「安心して住み、暮らす。」「ふるさとで働く。」「まちをつくり、人とつながる。」の3つの柱に沿って必要な事業に最優先
かつ重点的に予算を配分しました。

総額1兆5,763億5,200万円

平成24年度一般会計当初予算（歳入） 平成24年度一般会計当初予算（歳出）

歳出予算額合計

1,576,352百万円

（100.0％）

 160,247百万円
（10.2％）

県税

分担金及び負担金
5,783百万円（0.4％） 

総務費
50,717百万円 
（3.2％） 

使用料及び手数料
9,502百万円（0.6％） 

交通安全対策特別交付金
820百万円
（0.1％）

地方交付税
258,860百万円

（16.4％）

県債
139,335百万円
（8.9％）

地方譲与税
31,583百万円

（2.0％）

地方特例交付金 
571百万円
（0.0％）

その他の収入
620,423百万円（39.3％）

国庫支出金
310,727百万円

（19.7％）

国庫支出金
310,727百万円

（19.7％）

地方消費税清算金
38,501百万円（2.4％） 

衛生費
381,410百万円 
（24.2％）

諸支出金
52,256百万円 
（3.3％） 

警察費
46,425百万円 
（2.9％）

その他
41,759百万円（2.7％）

民生費
155,770百万円
（9.9％）

商工費
185,280百万円
（11.8％）

農林水産費   
59,692百万円
（3.8％）

土木費
173,450百万円
（11.0％）

公債費
132,444百万円
（8.4％）

災害復旧費
77,817百万円（4.9％）

教育費
219,332百万円
（13.9％）

自主財源

依存財源

歳入予算額合計

1,576,352百万円

（100.0％）

国庫支出金
99,174百万円
（11.3％）

諸支出金
53,102百万円 
（6.3％）

農林水産業費
65,781百万円
（7.5％）

（単位：百万円、％） （単位：百万円、％） 

区　　　　　分

合　　　　　計

平成24年度

予算額� 構成比

県 税  

地方消費税清算金 

分担金及び負担金 

使用料及び手数料 

財 産 収 入  

寄 附 金  

繰 入 金  

繰 越 金  

諸 収 入  

地 方 譲 与 税  

地 方 特 例 交付金  

地 方 交 付 税  

交通安全対策特別交付金 

国 庫 支 出 金  

県 債  

160,247

38,501

5,783

9,502

2,538

1,831

435,733

1,500

178,821

31,583

571

258,860

820

310,727

139,335

1,576,352

10.2

2.4

0.4

0.6

0.2

0.1

27.6

0.1

11.3

2.0

0.0

16.4

0.1

19.7

8.9

100.0 900,034 100.0

175,550

35,371

6,269

9,970

1,751

33

58,011

1,000

96,561

29,843

2,389

217,686

860

93,733

171,007

19.5

3.9

0.7

1.1

0.2

0.0

6.5

0.1

10.7

3.3

0.3

24.2

0.1

10.4

19.0

平成23年度

予算額� 構成比

増減費
�－� 
� 

伸び率
�／� 

▲15,303

3,130

▲486

▲468

787

1,798

377,722

500

82,260

1,740

▲1,818

41,174

▲40

216,994

▲31,672

 676,318

▲8.7

8.8

▲7.8

▲4.7

44.9

5448.5

651.1

50.0

85.2

5.8

▲76.1

18.9

▲4.7

231.5

▲18.5

75.1

区　　　　　分

合　　　　　計

平成24年度

予算額� 構成比

議 会 費  

総 務 費  

民 生 費  

衛 生 費  

労 働 費  

農 林 水 産 費  

商 工 費  

土 木 費  

警 察 費  

教 育 費  

災 害 復 旧 費  

公 債 費  

諸 支 出 金  

予 備 費  

1,575

50,717

155,770

381,410

39,184

59,692

185,280

173,450

46,425

219,332

77,817

132,444

52,256

1,000

1,576,352

0.1

3.2

9.9

24.2

2.5

3.8

11.8

11.0

2.9

13.9

4.9

8.4

3.3

0.1

100.0 900,034 100.0

1,724

53,737

103,789

25,124

12,270

48,000

80,882

88,868

41,853

213,022

5,540

172,418

52,507

300

0.2

6.0

11.5

2.8

1.4

5.3

9.0

9.9

4.6

23.7

0.6

19.2

5.8

0.0

平成23年度

予算額� 構成比

増減費
�－� 
� 

伸び率
�／� 

▲149

▲3,020

51,981

356,286

26,914

11,692

104,398

84,582

4,572

6,310

72,277

▲39,974

▲251

700

676,318

▲9.0

▲5.6

50.1

1418.1

219.3

24.4

129.1

95.2

10.9

3.0

1304.6

▲23.2

▲0.5

233.3

75.1

税とは？　　

私たちの毎日の生活は、国や地方公共団体の行政活動と深く結びついており、この活動を通じて、
私たちはいろいろな公共サービスを享受しています。
例えば、国や地方公共団体は、私たちの生命や財産を犯罪や災害から守ったり、みんなで利用す
る道路、公園、学校を建設したり、社会保障として人々の生活を援助したり、科学技術や産業の振興を図るなど、
いろいろな仕事を行っています。これらの公共的な仕事は、私たちが豊かで明るい社会生活を営むうえで必要不可
欠なものばかりですが、これらの行政活動には多くの経費を必要とします。税は、これら国や地方公共団体に課せ
られた行政活動を行ううえで、欠くことのできない貴重な財源になっているのです。

国や地方公共団体は、行政活動を通じて、私たちの生活に欠かすことのできない公共サービスを提供しています
が、国や地方公共団体といえども、お金の裏づけがなくなれば仕事ができなくなるのは当然です。そうなった場合、
一番困るのは他でもない私たち自身ではないでしょうか。納税の義務が、国民の基本的な義務の1つ（憲法第30条）
となっているのもそのためです。
私たちは「社会共通の経費」として税を負担し合うことによって、お互いに協力し助け合いながら社会生活を営
んでいるといえるでしょう。

なぜ私たちは税を納めなければならないのでしょうか？

もし、私たちが税を納めなかったらどうなるのでしょうか。
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県税収入 
予算額合計 

160,247百万円 

当初予算額B

平成23年度 増減額 伸び率 

A/BA－B

元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1918 21 22 23 2420
年度 

150,000

160,000

170,000

224,954百万円 

217,731百万円 

211,951百万円 

218,211百万円 

215,283百万円 

195,834百万円 

227,310百万円 

230,553百万円 

233,686百万円 236,489百万円 

220,974百万円 

226,554百万円 

192,055 
百万円 

189,712 
百万円 

193,804 
百万円 

201,260 
百万円 

217,369百万円 

180,000

190,000

200,000

210,000

220,000

230,000

1.教 育 費  

240,000

250,000

平成24年度県税収入予算（当初） 

県税収入額の推移 

県民1人当たりに使われるお金 一般会計歳出予算1兆5,763億5,200万円を、県民一人当たりに当てはめると…。 

※100円未満は四捨五入しています 

111,300円

67,200円

79,100円

88,100円

94,100円

25,700円

30,300円 

23,600円 

193,600円 

2.公 債 費   

3.民 生 費  

4.土 木 費  

5.商 工 費  

6.総 務 費  

7.農林水産費 

8.警 察 費  

9.衛 生 費  

（単位：百万円・％） 

（単位：百万円） 

県民１人当たりが納める県税額 

81,300円 

800,200円 
県民人口 

1,969,852人 
（平成24年4月1日現在） 

平成22年度までは決算額 
平成23年度及び24年度は予算額です 

94.3
77.4
82.1

143.6
74.4
72.9
75.3
94.3

123.3
95.7
62.5

111.6
69.9

130.1
107.0
102.7
100.0

0.0
0.0

67.2
92.5
91.3

構成比 

29.3
3.7
0.6
0.2
0.1
0.6

13.2
10.7

0.7
11.4

1.4
2.9
0.4
2.2

14.5
19.2

0.0
0.0
0.0
0.0
0.3

100.0

▲2,861
▲1,709
▲210

119
▲33
▲349
▲6,931
▲1,024

214
▲810
▲1,375

484
▲255

834
1,525

796
0
0

▲4,470
▲21
▲37

▲15,303

47,025
5,839

963
392

96
941

21,183
17,082

1,134
18,216

2,287
4,653

591
3,603

23,179
30,770

12
0
0

43
454

160,247

当初予算額A

平成24年度 

49,886
7,548
1,173

273
129

1,290
28,114
18,106

920
19,026

3,662
4,169

846
2,769

21,654
29,974

12
0

4,470
64

491
175,550

～ ～ 

個 人 県 民 税  
法 人 県 民 税  
県 民 税 利 子 割  
県 民 税 配 当 割  
県 民 税 譲 渡 割  
個 人 事 業 税  
法 人 事 業 税  

地 方 消 費 税
　譲 渡 割  

　 　 　 　 　 　貨 物 割  
　 　 　 　 　 　 　 計 　      
不 動 産 取 得 税  
県 た ば こ 税  
ゴ ル フ 場 利 用 税  
自 動 車 取 得 税  
軽 油 引 取 税  
自 動 車 税  
鉱 区 税  
固 定 資 産 税  
核 燃 料 税  
狩 猟 税  
産 業 廃 棄 物 税  

県　　税　　計 

 

　事 
  　　業 
    　　　税 

県 

民 

税 

法人事業税 
21,183

百万円 
（13.2%） 

自動車取得税 
3,603百万円 
（2.2%） 

その他 
646百万円 
（0.4%） 

個人事業税 
941百万円 

（0.6%） 

法人県民税 
5,839百万円（3.7%） 

産業廃棄物税 
454百万円（0.3%） 

自動車税 
30,770百万円 
（19.2%） 

県たばこ税 
4,653百万円 （2.9%） 

軽油引取税 
23,179百万円 

（14.5%） 個人県民税 
47,025百万円 
（29.3%） 

地方消費税 
18,216百万円 

（11.4%） 

不動産取得税 
2,287百万円 （1.4%） 

212,025 
百万円 

244,168 
百万円 

234,740 
百万円 

195,927 
百万円 

177,503 
百万円 

175,550 
百万円 

160,247 
百万円 県民税利子割・配当割 

株式等譲渡所得割 
1,451百万円（0.9%） 

県民税利子割・配当割 
株式等譲渡所得割 
1,451百万円（0.9%） 

県税収入の特徴

1



5 くらしと税金

税金の種類  
税金には、国に納める国税と、地方公共団体に納める
地方税とがあります。地方税は、さらに県（都道府）
税と市町村税に分かれます。

所　　得　　税

法　　人　　税

相　　続　　税

贈　　与　　税 贈与によって財産を取得した人にかかります。 

地方法人特別税 法人事業税（所得割・収入割）の税額にかかります。 

地　　価　　税 大規模な土地等の所有者にかかります。 
〔平成10年以降、当分の間、課税されません。〕 

消　　費　　税 医療・福祉・教育等の一部を除き、ほとんどすべての取引に 
かかります。 

酒　　　　　税 酒・ビール・ウイスキーなどの酒類にかかります。 

たばこ特別税
国 た ば こ 税

たばこにかかります。 

航空機燃料税 航空機の燃料にかかります。 

石 油 ガ ス 税 自動車燃料用のプロパンにかかります。 

石 油 石 炭 税
間 接 税 な ど

直　　接　　税

原油・輸入原油・輸入石油製品にかかります。 
 

印　　紙　　税 契約書や領収書などを作成するときにかかります。 

登 録 免 許 税

電源開発促進税、とん税、特別とん税、関　税

不動産・船舶・会社などの登記や登録をするときにかかりま 
す。 

自動車重量税 自動車の車検を受けるときなどに、自動車の重量に応じてか 
かります。 

揮 発 油 税
ガソリンにかかります。 

地方揮発油税

個人の所得（利子所得・配当所得・事業所得・不動産所得・
給与所得・退職所得・譲渡所得・山林所得・一時所得・雑所
得の10種類に区分）にかかります。 

株式会社や有限会社などの法人の所得にかかります。宗教法
人などの公益法人・人格のない社団や財団などは、収益事業
から生じた所得にかかります。 

亡くなった人の財産を相続や遺贈によって取得した人にかか
ります。 

直接税…………税金を負担する人と納める人が同じ税

間接税…………税金を負担する人と納める人が異なる税

普通税…………一般的な経費に充てるために課税される税

目的税…………特定の経費に充てるために課税される税

法定外普通税…地方税法に定めのある税目以外の税で普通税であるもの

法定外目的税…地方税法に定めのある税目以外の税で目的税であるもの

2

国  税 
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市 町 村 民 税

国民健康保険税 本人又はその家族が国民健康保険の被保険者である世帯主 
にかかります。 

事 業 所 税 人口30万人以上の都市などにある一定規模以上の事務所・ 
事業所にかかります。 
 

都 市 計 画 税 都市計画区域内にある土地・家屋にかかります。 

水利地益税、共同施設税、宅地開発税

入　　湯　　税間接税

直接税

間接税

直接税

間接税

直接税

温泉に入浴した人にかかります。 

特別土地保有税 一定規模以上の土地の所有や取得にかかります。 
（ただし、平成15年4月1日から新規の課税は停止されています。） 

市町村たばこ税 その市町村のたばこ小売業者にたばこを売り渡した者にか 
かります。 

鉱　　産　　税 採掘した鉱物の価格に応じて、鉱業者にかかります。 

軽 自 動 車 税 原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型 
自動車にかかります。 
 

固 定 資 産 税

直接税

ゴルフ場利用税

軽 油 引 取 税

県 た ば こ 税

地 方 消 費 税

（法定外普通税） 

（森林環境税を含む） 

（森林環境税を含む） 

金融機関から利子の支払を受けるときにかかります。 

上場株式等の配当を受けるときにかかります。 

事業を営んでいる個人の所得にかかります。 

土地や建物を取得したときにかかります。 

自動車を取得したときにかかります。 

自動車の所有者にかかります。 

鉱業権の所有者にかかります。 

市町村でかかる固定資産税（償却資産）のうち一定の額を超えるものにかかります。 

消費税が課税される取引に対して消費税と併せてかかります。 

たばこ税が課税される取引に対してたばこ税と併せてかかります。 

ゴルフ場を利用したときにかかります。 

狩猟者の登録を受けるとき 
にかかります。 

産業廃棄物を焼却施設又は最終処 
分場に搬入したときにかかります。 
 

軽油の引き取りをしたときにかかります。 

発電用原子炉の設置者にかかります。 

事業を営んでいる法人の所得、付加価値額、資本金等 
の額又は収入にかかります。 

上場株式等を譲渡したときにかかります。 

県内に住所のある個人や、県内に事務所、事 
業所又は家屋敷を持ち、その所在する市町村 
内に住所がない個人にかかります。 

県内に事務所・事業所などのある法人にかかります。 

（法定外目的税） 

核　燃　料　税

県固定資産税

鉱　　区　　税

自　動　車　税

普通税

普通税

市町村税

県　　税

目的税

不動産取得税

自動車取得税

事　　業　　税

県民税利子割

法 人 県 民 税

県民税株式等譲渡所得割

県民税配当割

個 人 事 業 税

法 人 事 業 税

個人市町村民税

法人市町村民税

狩　　猟　　税
目的税

間接税

個 人 県 民 税

県　　民　　税

土地・家屋や事業に使う機械などの償却資産にかかります。 

市町村に事務所・事業所な 
どのある法人にかかります。 
 

市町村に住所のある個人や、市町 
村内に事務所、事業所又は家屋敷 
を持ち、その市町村内に住所がな 
い個人にかかります。 

※水利地益税・共同施設税・宅地開発税については、地方公共団体の判断で課税する 
　ことができますが、現在、福島県内で課税している団体はありません。 

産業廃棄物税

※ 

地方税 



7 県税のあらまし

個人県民税は、税金を負担する能力のある人が所得の額に関係なく同じ額を負担する均等割と、所得金額に応じ
て負担する所得割からなっています。
なお、個人県民税は、市町村において個人の市町村民税とあわせて賦課徴収された後に県に払い込まれます。

●毎年1月1日現在県内に住所のある個人……………均等割と所得割
●毎年1月1日現在県内に事務所や事業所又は家屋敷を持ち、その事務所などのある市町村内に住所がない個人
……………均等割のみ

●均等割（年額） ●所得割（年額）
前年の所得に対して課税されます。

所得割の計算方法（一般例）

前年の収入金額－必要経費（給与所得者は給与所得控除額）－各種所得控除額＝課税所得金額
課税所得金額×税率－税額控除額＝税額

備考 1 退職所得については、通常、他の所得と区分して退職所得に係る税額表により算出した税額によります。
2 土地などの譲渡による譲渡所得については、通常、他の所得と区分して課税されます。
3 県民税配当割、県民税株式譲渡所得割として特別徴収された所得を申告した場合には、所得割として
課税され、所得割額から先に特別徴収されている配当割額・株式等譲渡所得割額が控除されます。

2,000円
（うち、森林環境税1,000円）

3,000円県民税 市町村民税

◆納 め る 人

●均等割も所得割もかからない人
�生活保護法によって生活扶助を受けている人
�障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下であった人
●均等割がかからない人
前年の合計所得金額が一定の基準に従い市町村の条例で定める金額以下の人
●所得割がかからない人
前年の総所得金額等が35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額（控除対象配
偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額）以下の人

◆課税されない人

◆納 め る 額

県民税は、県の仕事に必要な費用を広く県民の皆さんにその能力に応じて負担していただくもの

で、県民税には、個人に課税される個人県民税、法人に課税される法人県民税及び利子等の支払い

を受ける者に課税される県民税利子割があります。また、個人で上場株式等の配当等や譲渡の対価

等の支払いを受ける人に対し、配当割と株式等譲渡所得割が課税されています。

なお、市町村には市町村民税があり、個人県民税や法人県民税とあわせて、住民税と通常呼ばれ

ています。

個人県民税

県民税 県民税 

区　　分 税率

県民税

市町村民税

4%

6%
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◆各 種 控 除

2 税額控除
�　配当控除

総合課税される配当所得のある人について、一定の率を乗じた金額を控除します。
�　外国税額控除

外国で課税された所得税等の額のうち、所得税から控除しきれなかった額の一定額を控除します。
�　寄附金税額控除

地方自治体や一定の団体等に寄附した金額がある場合、その金額の一定額を控除します。
（ｱ） 住所地の都道府県共同募金会及び日本赤十字社支部への寄附金

（寄附金額－2千円）×4％（市町村民税は6％）
（ｲ） 地方自治体（都道府県・市町村）に対する寄附金（ふるさと納税）
次のaとbの合計額
a （寄附金額－2千円）×4％（市町村民税は6％）
b （寄附金額－2千円）×（90％－所得税の限界税率）×40％（市町村民税は60％）
※所得割額の1割が上限

（ｳ） 条例により指定した寄附金
（寄附金額－2千円）×4％（市町村民税は6％）

�　住宅借入金等特別税額控除
平成11年から平成18年、または平成21年から平成25年までの間に入居し、前年分の所得税の住宅借

入金等特別控除を受けた方で、所得税から控除しきれなかった額がある方は、一定額を住民税から控除し
ます。

�　調整控除
税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除の差を調整するため、次の金額を控除します。

①　個人住民税の課税所得金額が200万円以下の人
次の（ｱ）と（ｲ）のいずれか小さい額の5％（県民税2％、市町村民税3％）

（ｱ） 人的控除額の差の合計額　
（ｲ） 個人住民税の課税所得金額
②　個人住民税の課税所得金額が200万円超の人
｛人的控除額の差の合計額－（個人住民税の課税所得金額－200万円）｝×5％（県民税2％、市町村民税3％）
※　2,500円未満の場合は2,500円（県民税1,000円、市町村民税1,500円）

1 所得控除

項　　　　　目 

 
雑損控除

医療費控除

社会保険料控除
小規模企業共済等
掛金控除

生命保険料控除

地震保険料控除

障害者控除
寡婦（夫）控除
勤労学生控除
配偶者控除

配偶者特別控除

扶養控除

基礎控除

　　　　　　　  
　次のいずれか多い方の金額 
①（損失額－保険等の補てん額）－（総所得金額等×10％） 
②（災害関連支出の金額－保険等の補てん金額）－5万円 

（支払った医療費－保険等の補てん額）－（総所得金額等×5％、または10万円のいずれか低い額） 
                                                                                                         ・・・・・ 控除限度額　200万円 

支払った金額 
支払った金額 
 
①一般の生命保険料 ・・・・・・・・ 支払った保険料の額に応じて算出　　                ・・・・・ 控除限度額35,000円 
②個人年金保険料 ・・・・・・・・・・ 支払った保険料の額に応じて算出　　　             ・・・・・ 控除限度額35,000円 
①地震保険料 ・・・・・・・・・・・・・・ 支払った保険料の額の2分の1　　　　　           ・・・・・ 控除限度額25,000円 
②旧長期損害保険料 ・・・・・・・・ 支払った保険料の額に応じて算出　　                ・・・・・ 控除限度額10,000円 
①と②両方がある場合 ・・・・・・ ①と②の合計額　　　　　　　　　                   ・・・・・ 控除限度額25,000円 
26万円（特別障害者は30万円、同居特別障害者は53万円） 
26万円（特別加算該当者は30万円） 
26万円 

33万円（老人配偶者は38万円） 
配偶者の所得に応じ、3～33万円 
控除対象扶養親族（16歳以上の扶養親族）1人につき 
ただし、特定扶養親族（19歳以上23歳未満の扶養親族）は 
 老人扶養親族（70歳以上の扶養親族）は 
 同居老親等 は　　　　　　　 
33万円 

控　　　　　　　　　　　　除　　　　　　　　　　　　　額 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33万円 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45万円 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38万円 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45万円 

（注）平成22年度の税制改正により、平成24年度から18歳以下の扶養親族を有する方が受けることのできる扶養控除の額が変わりました。 
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◆申告と納税
申告や納税などの事務は、個人の市町村民税とあわせて市町村で行います。
1 申 告
�　申告期限は3月15日です。
� 所得税の確定申告書を提出した場合には、個人住民税（県民税＋市町村民税）の申告書を提出する必要はありません。
この場合には、所得税の確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄の該当事項は必ず記載してください。
� 給与所得のみの人は申告書を提出する必要はありませんが、雑損控除、医療費控除、寄附金税額控除等の
控除を受けようとする場合は、申告書を提出してください。

2 納 税
� 給与所得者については、6月から翌年の5月までの12回に分けて毎月の給料から差し引かれて、納める
ことになっています。
� 給与所得者以外の所得者については、原則として6月・8月・10月・翌年1月の4回に分けて、市町村か
ら送付される納税通知書によって納めることになっています。
� 4月1日現在65歳以上の公的年金受給者の方は、支給される公的年金から公的年金にかかる個人住民税が
差し引かれます。

総 収 入 金 額 　7,500,000円 

所 得 控 除 額 　1,891,250円 

課税所得金額 3,658,000円 
計　1,891,250円 
 

社会保険料控除額……………750,000円 
生命保険料控除額……………  31,250円 
　　　　　 55,000円×1/4＋17,500円 
 

県民税：3,658,000円×4％－1,000円（調整控除）　→　145,300円（百円未満切り捨て） 
市民税：3,658,000円×6％－1,500円（調整控除）　→　217,900円（百円未満切り捨て） 

県民税：2,000円（うち森林環境税1,000円） 
市民税：3,0OO円 

県民税：147,300円 
市民税：220,900円 

配偶者控除額…………………330,000円 
扶養控除額……………………450,000円 
　　　　

基礎控除額……………………330,000円 
 

7,500,000円×10%＋1,200,000円＝1,950,000円

A

B

C

D

E

給与所得控除額　1,950,000円 

所 得 金 額  5,550,000円 

（千円未満切捨て） 

(A－B)

(C－D)

所得割額 363,200円 F  （E×税率－調整控除）

均等割額 5,000円 G

平成24年度住民税額  368,200円 H (F＋G)

（注）収入金額が660万円を超え1,000万円以下の場合は、当該収入金額の10％と120万円の合計額が給与所得控除額になります。 

（注）支払った保険料が40,000円を超え70,000円以下のときの計算式です。 

（注）長男には、特定扶養親族（19歳以上23歳未満）控除45万円が適用されます。 

（例）福島市に住む夫婦と子供（妻…無職、長男…大学3年生、長女…中学1年生）の4人家族の場合です。
平成24年度の住民税はいくらになりますか。〔給与収入750万円、社会保険料75万円、生命保険料5万5千円〕

※妻に扶養親族がいないときです。

 パ　ー　ト　年　収
配偶者自身に税金がかかるか 配偶者控除の対象となるか 配偶者特別控除の対象となるか

所 得 税
住 民 税
（所得割） 所 得 税

な　る 

  

ならない 

ならない
 

 

な　る 

ならない 

かからない 

かかる 

かからない 

かかる 

100万円以下

100万円超103万円以下

103万円超141万円以下

141万円超

住 民 税住 民 税 所 得 税

※年収に応じて控除額が異なる 

住民税の計算方法

3

奥さんがパートタイムで働いたときの住民税と所得税
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◆納 め る 人
●県内に事務所・事業所がある法人…………………………………………………………………… 均等割と法人税割
●県内に事務所・事業所はないが、寮・宿泊所・クラブなどがある法人 ………………………………………均等割
●県内に事務所・事業所がある個人で法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課されるもの…法人税割
●県内に事務所・事業所がある人格のない社団等（収益事業または法人課税信託の引受けを行うもの）… 均等割と法人税割

区　　　　　　　　　　　分 納　め　る　額 区　　　　　　　　　　　分 納　め　る　額

均

等

割

法
人
税
割

資本金等の額が50億円を超える法人 年額 880,000円 
（うち森林環境税80,000円） 

年額 594,000円 
（うち森林環境税54,000円） 

年額 143,000円 
（うち森林環境税13,000円） 

年額   55,000円 
（うち森林環境税5,000円） 

年額   22,000円 
（うち森林環境税2,000円） 

法人税額×5.8％ 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人及び相互会社 

課税標準となる法人税額が年1,000万円を超える場合 

　　　　　　〃　　　　　年1,000万円以下の場合 

資本金の額又は 
出資金の額が 
1億円以下の法人 

上記の法人以外の法人 

　　　〃　　　10億円を超え50億円以下の法人 

　　　〃　　　1億円を超え10億円以下の法人 

　　　〃　　　1,000万円を超え1億円以下の法人 

※1

　　〃　×5.8％ ※2

※3　　〃　×   5％ 

（注）1　「資本金等の額」とは、法人が株主等から出資を受けた金額をいいます。 
　　　2　※1は、平成29年1月31日までに終了する各事業年度分について適用されます。 
　　　　　※2、3は、平成9年2月1日から平成29年1月31日までに終了する各事業年度分につ 
　　　　　　いて適用されます。 
　　　3　均等割については、平成18年4月1日～平成28年3月31日に開始する事業年度分に 
　　　　森林環境税として10％が加算されます。 
　　　4　平成22年10月1日以後に解散した場合、清算所得に対する課税が廃止され、通常の法人 
　　　　税額に対する課税となります。 

◆納 め る 額

◆申告と納税

確定申告書の提出期限の延長
会計監査人の監査を受けなければならないなどの理由により決算が確定せず、確定申告書の提出期限までにその提出ができない状況

にある場合は、国税である法人税の申告期限の延長が承認されたものに限り、その旨の届出書を提出すれば、以後、継続して確定申告
書の提出期限が1か月延長されます。（ただし、特別の事情により、事業年度終了の日の翌日から3か月以内に当該事業年度の決算につ
いて定時総会が招集されないこと、その他やむを得ない事情があると認められる場合には、税務署長が指定する期間）

申 告 の 種 類 納 め る 額 申 告 納 付 期 限

中 間 申 告  
 

予定申告 

仮決算に基づく中間申告 
（連結法人を除く） 

申告した税額に不足額等が 
あることを発見したとき 
 
申告後に税務署の更正又は 
決定を受けたとき 

前事業年度の 
　法人税割額 前事業年度の月数 

6

法人税額×税率＋均等割額 

均等割額 4月30日 

（法人税額×税率＋均等割額）－中間納付額 

（法人税額×税率＋均等割額）－確定納付額 

（法人税額×税率＋均等割額）－確定納付額 

すみやかに提出 

当該法人税を納付すべき日 

確 定 申 告

修 正 申 告

公共法人等 

× ＋均等割額 

事業年度終了の日から2か月以内
（申告期限の延長が承認された場合
を除く） 

事業年度開始の日から6か月
を経過した日から2か月以内 

（事業年度が6か月を超え、 
  法人税の中間申告額等が 
  10万円を超える法人） 

法人県民税

森林環境税
　本県の豊かな自然環境や良好な生活環境を将来にわたって維持し、次の世代に引き継いでいくため、森林環

境の保全などのために使われます。 
 

◆税の仕組み 
　森林環境税は、県民税均等割に加算して納めていただきます。 

◆納 め る 人  

　県民税均等割の納税義務者と同じです。 

◆納 め る 額  

　〔個人の場合〕年額1,000円（均等割額1,000円に加算） 
　〔法人の場合〕年額　均等割額の10％相当額 

区　　　　　　　　　分 森林環境税 

資本金等の額が50億円を超える法人 

　　　〃　　　10億円を超え50億円以下の法人 

　　　〃　　　1億円を超え10億円以下の法人 

　　　〃　　　1,000万円を超え1億円以下の法人 

上記の法人以外の法人等 

80,000円 

54,000円 

13,000円 

5,000円 

2,000円 
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◆納 め る 人 県内に所在する銀行などの金融機関等の営業所等を通じて、利子等の支払を受ける者
（金融機関等が、利子等の支払の際に県民税利子割を徴収し、県に納めます。）

◆納 め る 額 支払を受けるべき利子等の額の……5/100
〔このほかに所得税（国税）において15/100が課税されます。〕

備考 「利子等」とは、預貯金や国債の利子、抵当証券の利息、契約期間が5年以内の一時払養老保険の差益、懸賞金付預貯金等の懸賞金などをいいます。
ただし、所得税において非課税制度の適用を受けている次の利子等についてはこれに含みません。
①身体障害者手帳の交付を受けている方などの預貯金利子等
②サラリーマンが受ける財形住宅貯蓄及び財形年金貯蓄にかかる利子等

区 　 　 　 　 　 分
�少額預金非課税制度（マル優） 

�少額公債非課税制度（特別マル優） 
�財産形成住宅貯蓄 
�財産形成年金貯蓄 

非 課 税 限 度 額

いずれも非課税限度額は350万円 

非課税限度額は�、�をあわせて550万円 

母子家庭、身体障害者

勤　　　労　　　者

◆非　課　税

●非課税の手続きについて
1  利子等についての非課税手続きには、金融機関等の窓口に次の書類を提出することが必要です。
①マル優・特別マル優：非課税貯蓄申告書

非課税貯蓄申込書
②財産形成住宅（年金）貯蓄：財産形成非課税住宅（年金）貯蓄申告書

財産形成非課税住宅（年金）貯蓄申込書
2  非課税手続用の各書類は、提出先の金融機関等に備えてあります。
3 非課税の手続きには、各書類の他に本人であることの確認等も必要となりますので、詳しい内容につきましては、金融機関等
にお問い合わせください。

◆申告と納税
金融機関等が、毎月分を翌月の10日までに申告し、納めます。

◆市町村への交付
県に納入された県民税利子割額のうち、個人にかかる部分につき県の徴収事務費を控除した金額の3／5の金額が県内

の市町村に交付されます。

※郵便貯金非課税制度（マル優）は平成19年10月1日に廃止されました。日本郵政公社の民営化後の郵便貯金の利子については、少額預金非課税
制度の対象になります。また、日本郵政公社の民営化以前に郵便貯金非課税制度の適用を受けて預入された郵便貯金の利子については、引き続き
非課税制度が適用されます。

県民税利子割

◆納 め る 人
県内に住所を有する個人で、上場株式等の配当等の支払を受ける者
（配当等の支払をするもの（株式会社等）が、配当等の支払の際に県民税配当割を徴収し、県に納めます。）
備考　1 「上場株式等」とは、①金融商品取引所に上場されている株式等　②店頭売買銘柄として登録された株式　③店頭転換社債型新株

予約権付社債　④店頭管理銘柄株式　⑤外国金融商品市場において売買されている株式等をいいます。
2 「配当等」とは、①剰余金の配当　②利益の配当　③剰余金の分配　④基金利息の収益の分配　⑤投資信託の収益の分配　⑥特定
受益証券発行信託の収益の分配をいいます。

◆納 め る 額
支払を受ける配当等の額の5/100〔このほかに所得税（国税）において15/100が課税されます。〕となります。
ただし、平成25年12月31日までの間に支払を受ける配当等については、配当等の額の3/100〔このほかに所得税（国税）において

7/100が課税されます。〕となります。
また、平成26年1月1日以後は配当等の額の5/100〔このほかに所得税（国税）において15/100が課税されます。〕となります。
配当等の支払をするものが、配当等を支払った翌月の10日までに申告し、納めます。

◆市町村への交付
県に納入された県民税配当割額のうち、県の徴収事務費を控除した金額の3/5の金額が県内の市町村に交付されます。

県民税配当割

◆納 め る 人
源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡の対価等の支払を受ける個人で、その譲渡の対価等の支払を受ける日の属する年の1月

1日現在において県内に住所を有する者（源泉徴収選択口座が開設されている証券業者が支払を受ける人から徴収し、県に納めます。）
備考　1 「源泉徴収選択口座」とは、1金融商品取引業者につき1口座のみ開設できる特定口座（上場株式等の保管の委託又は信用取引に

係る口座）のうち、証券業者に特定口座源泉徴収選択届出書を提出した特定口座をいいます。
2 「上場株式等」とは、①金融商品取引所に上場されている株式等　②店頭売買銘柄として登録された株式　③店頭転換社債型新株
予約権付社債　④店頭管理銘柄株式　⑤外国金融商品市場において売買されている株式等をいいます。

◆納 め る 額
支払を受ける源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡益の5/100〔このほかに所得税（国税）において15/100が課税されます。〕となります。
ただし、平成25年12月31日までの間に支払を受ける譲渡益については、株式等の譲渡益の3/100〔このほかに所得税（国税）において

7/100が課税されます。〕となります。
また、平成26年1月1日以後は株式等の譲渡益の5/100〔このほかに所得税（国税）において15/100が課税されます。〕となります。

◆申告と納税
源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡の対価等の支払をする証券業者が、原則として年間分を一括して翌年1月10日までに申告し、納めます。

◆市町村への交付
県に納入された県民税株式等譲渡所得割額のうち、県の徴収事務費を控除した金額の3/5の金額が県内の市町村に交付されます。

県民税株式等譲渡所得割
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総収入金額15,000,000円 

必要経費11,000,000円 
(9,500,000円+1,500,000円�事業専従者給与�)事業主控除額2,900,000円 課税所得金額 

1,100,000円 

事業所得等の金額4,000,000円 

個人の事業税額　　　　　　　　1,100,000円×5％＝55,000円 

８月（第１期分） 
28,000円 

１１月（第２期分） 
27,000円 

事業を行う場合には、道路など各種の公共施設を利用するなどの公共サービスを受けています。
この税金は、その経費の一部を負担していただくもので、個人に課税される個人事業税と法人に課
税される法人事業税とがあります。

第 一 種 事 業

区　　分 事　　業　　の　　種　　類 納める額

物品販売業、製造業、飲食店業、不動産売買業、不動産貸付業、運送業、駐車場業、 
請負業など 課税所得額の5/100

第 二 種 事 業 畜産業、水産業、薪炭製造業（主として自家労力を用いて行うものは課税されません） 課税所得額の4/100

第 三 種 事 業

医業、歯科医業、理容業、美容業、コンサルタント業、デザイン業、クリーニング 
業など 課税所得額の5/100

あんま、マッサージ又は指圧、はり、きゅう業など 課税所得額の3/100

※ソフトウェア開発の事業（広くコンピュータに関する事業）を行っている方について、本県ではこれまで個人事業税課税の対象外と
してきたところですが、全国的な課税状況等をふまえ取扱いを見直すこととなりました。これにより、平成23年度（平成22年所得
税確定申告分）から業務の形態によって「請負業等」とみなされる場合には、課税の対象となります。 

◆納める人と納める額
県内で次の事業を営んでいる個人に課税されます。

事業税 事業税 

個人事業税

◆各 種 控 除
損失の繰越控除、被災事業用資産の損失の繰越控除、事業用資産の譲渡損失の控除、事業用資産の譲渡損失の

繰越控除、事業専従者給与（控除）、事業主控除（年290万円）が所得の計算上控除されます。

◆申告と納税
1 申　　告
�　申告期限は3月15日です。
� 年の中途に事業をやめた場合は、やめた日から1か月以内（死亡により事業をやめたときは4か月以内）に
申告してください。
� 所得税の確定申告書、または道府県・市町村民税の申告書を提出された場合には、個人の事業税の申告書
を提出する必要はありません。
この場合には、所得税の確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄、または道府県・市町村民税申

告書の「事業税に関する事項」欄の該当事項は必ず記載してください。
2 納　　税
県から送付される納税通知書によって、8月31日まで（第1期分）、11月30日まで（第2期分）の2回に分けて納

めることになっています。ただし、税額が10,000円以下の場合は、8月31日までにその全額を納めることになっ
ています。

個人事業税の計算方法

（例）夫婦で飲食店を経営し、昨年の年間収入は1,500万円（必要経費950万円）でした。
また、青色申告を行っており、妻には150万円の給与を支給しました。
この場合の個人事業税はいくらになりますか？
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所 　 得 　 割
種　類 課　税　標　準

資 　 本 　 割

付 加 価 値 割

所得及び清算所得 

付加価値額＝ 
　報酬給与額＋純支払利子＋純支払賃借料±単年度損益 

これらの合計額を「収益配分額」といい、報酬給与額が収益配分額の70％を超える場合は、当該超え 

る額（「雇用安定控除」という）を控除 

資本金等の額＝法人が株主等から出資を受けた金額 

申 告 の 種 類 納 め る 額 申 告 納 付 期 限

（事業年度が6か月を超え、法人税の 
　中間申告額が10万円を超える法人等） 

予定申告 

仮決算に基づく中間申告（連結法人を除く） 

申告した所得金額に不足額があることを発見したとき 
 
申告後に税務署の更正又は決定を受けたとき 

前事業年度の税額× 前事業年度の月数 
6

仮決算の所得金額等×税率 

（所得金額等×税率）－中間納付額 

（所得金額等×税率）－確定納付額 

（所得金額等×税率）－確定納付額 

事業年度開始の日から6か月 
を経過した日から2か月以内 

すみやかに提出 

税務署が更正又は決定の通知 
をした日から1か月以内 

事業年度終了の日から2か月以内 
（申告期限の延長が承認された場合を除く） 確　定　申　告

修　正　申　告

中　間　申　告

備　考 1　2以上の都道府県に事務所･事業所がある法人は、事業の種類によって従業者数、固定資産の価額、軌道の延長キロメート
ル数あるいは事務所･事業所数と従業者数などを基準にして、関係都道府県ごとにあん分計算した税額を申告し、納税するこ
とになっています。 

　　　 2　申告と納税などは、法人県民税とあわせて行うことになっています。 

◆申告と納税

業　種 課　税　標　準 税　率

所
得
課
税
法
人 

電気供給業、ガス供給業及び保険業 
を行う法人 収入金額 0.7 %

2.7 %
4 %

5.3 %
2.7 %
3.6 %
5.3 %
3.6 %

税　       目 課　税　標　準 税　率

地方法人特別税（国税） 法人事業税（収入割又は所得割）の税額 81 %

資本金の額又は出資金の額が1千万円 
以上で、3以上の都道府県に事務所等 
を有する法人 

所得のうち年400万円以下の金額 

普通法人  

特別法人  

所得及び清算所得 

所得及び清算所得 

所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額 

所得のうち年800万円を超える金額及び清算所得 

所得のうち年400万円以下の金額 

所得のうち年400万円を超える金額及び清算所得 

特 別 法 人  
協同組合、信用金庫 
医 療 法 人 等 

 

普 通 法 人  
一 般 の 法 人 
人格のない社団、財団等 

◆納める人

◆納める額
　◎ 外形標準課税対象法人※1以外の法人の場合 

　県内に事務所・事業所を設けて事業を行っている法人（人格のない社団または財団で代表者または管
理人の定めがあり、かつ、収益事業または法人課税信託の引受けを行うもの、法人課税信託の引受を行
う個人を含む。） 

※2

※2

※2

※2

 
 
 

区　　　　　　分

所得のうち年400万円以下の金額 

所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額 

所得のうち年800万円を超える金額及び清算所得 

3以上の都道府県に事務所等を有する法人の所得及び清算所得 

所 　 得 　 割

付 加 価 値 割
資 　 本 　 割

1.5  %
2.2  %
2.9  %
2.9  %
0.48%
0.2  %

◎ 外形標準課税対象法人※1の場合 

法人事業税額 所得割額 資本割額付加価値割額= + +

税　       目 課　税　標　準
地方法人特別税（国税） 法人事業税（所得割）の税額 148  %

※2

※2

※2

※3

※3

　（注） ※1　外形標準課税対象法人は、資本金1億円超の普通法人（一部の法人を除きます）が該当します。 
 ※2　平成22年10月1日以後に解散した場合、清算所得に対する課税が廃止され、通常の所得に対する課税となります。 
 ※3　地方法人特別税とは、法人事業税に併せて申告納付する国税です。 

税　率

税　率

法人事業税 
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この税金は、不動産（土地・家屋）の取得に対して課税されるもの
です。

◆納 め る 人 土地や家屋を取得した者

◆納 め る 額
取得したときの不動産の価格×税率（※）
また、平成27年3月31日までに宅地評価土地を取得したときは、土地の価格が2分の1になります。
（※）土地や家屋の取得の時期によって、下表のとおり、税率が適用されます。

1 不動産の価格
� 土地や家屋を売買・交換・贈与などにより取得した場合……原則として、市町村の固定資産課税台帳に登録され
ている価格をいいます。
� 新築や増改築した家屋または造成などが行われた土地を取得した場合……県または市町村が調査して固定資産評
価基準により評価した価格をいいます。

2 不動産の取得
法務局の登記の有無、また有償・無償にかかわらず、法律上の原因に基づいて不動産の所有権を現実に取得するこ

とをいいます。取得の原因には、例えば、売買、交換、贈与、新築、増築、改築などがあります。

◆申告と納税
1 申 告 不動産を取得した日から60日以内です。
2 納 税 県から送付される納税通知書により定められた期限までに納めることになっています。

◆免　税　点
次の場合には不動産取得税は課税されません。
�　取得した土地の価格が………………………………………………………10万円未満の場合
�　新築した家屋の価格または増築もしくは改築したときの価格が………23万円未満の場合
�　売買・交換・贈与などにより取得した家屋の価格が……………………12万円未満の場合

◆非課税（主なもの）
� 土地改良法による土地改良事業の施行に伴う換地、または同法による農用地の交換分合により土地を取得したとき。
� 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に伴う換地を取得したとき。
�　相続や法人の合併により不動産を取得したとき。
� 保安林・墓地または公共の用に供する道路・運河用地・水道用地・用悪水路・ため池・堤と

・
う
・
などの用に供するために土地を取得したとき。

不動産取得税 不動産取得税 

不動産の種類 

土　　　地 
住　　宅 

3 ％ 
3 ％ 
3 ％ 
3.5％ 
4 ％ 

住宅以外 
家屋 

平成15年4月1日から平成18年3月31日まで 
平成18年4月1日から平成20年3月31日まで 
平成20年4月1日から平成27年3月31日まで 

取 得 時 期  税　率 

1　 平成24年5月に「価格」1,500万円の新築住宅（課税の特例①の要件を満たすもの）を建てました。 
　この家に対する不動産取得税は、いくらになりますか。 
　　　　（15,000,000円－12,000,000円）×3％＝90,000円 
　　　　　　（価格）　　　　　（控除額）　  （税率）（納付すべき税額） 
2　平成24年5月に土地を取得し、その上に平成24年8月に新築住宅（課税の特例①の要件を満たすもの）を建てました。 
　この土地に対する不動産取得税は、いくらになりますか。 
　　・土地の面積　400㎡（宅地） 
　　・土地の固定資産課税台帳の登録価格　800万円 
　　・新築住宅の延床面積　120㎡ 
　�減額前の税額　　　　  8,000,000円×1/2×3％＝120,000円 
　　　　　　　　　　　　  （価格）　　　　　 （税率）　（税額） 
　�新築住宅用としての減額 
　　　　（8,000,000円×1/2÷400㎡）×（120㎡×2→200㎡）×3/100＝60,000円 

　�納付すべき税額　　　  120,000円－60,000円＝60,000円 

（注） 

（注） 

（注）宅地評価土地を取得していますので、 
　　　土地の価格が1/2となります。 

不動産取得税の計算方法

4

Q：不動産に関係のある税金には 
　　どのようなものがありますか。 

A：それぞれの場合に応じて、次 
　　のような税金がかかります。 

地
価
税 

相
続
税 

贈
与
税 

所
得
税 

登
録
免
許
税 

不
動
産
取
得
税 

県
民
税 

固
定
資
産
税 

都
市
計
画
税 

特
別
土
地
保
有
税 

市
町
村
民
税 

国　税 県　税 市町村税 

取得した場合 
�不動産取得税 
�相　　続　　税 
�贈　　与　　税 
�特別土地保有税 

登記した場合 
�登 録 免 許 税 

所有（保有）している場合 
�固 定 資 産 税 
�都 市 計 画 税 
�特別土地保有税 
�地　　価　　税 

譲渡した場合 
�所　　得　　税 

�県　　民　　税 

�市 町 村 民 税 



◆課税の特例
（主として住宅及び住宅用土地の取得についてのもの）

要　　　　　　　　　　　　　　件 控除または減額の額 区分 

次の要件に該当する住宅を建築により取得した場合 
○住宅部分（※）の床面積が50㎡（戸建住宅以外の貸家住宅にあっては 
　40㎡）以上240㎡以下のもの 
　　（※）住宅用の車庫、物置等も含みます。また、増改築の場合は既存 
　　　　 部分とあわせた部分になります。 

新築された時期に応じ家屋の価格から次の額が控除されます。 

（※）左の3�の要件をご確認ください。 

昭和29年7月1日～昭和38年12月31日 

昭和39年1月1日～昭和47年12月31日 

昭和48年1月1日～昭和50年12月31日 

昭和51年1月1日～昭和56年  6月30日 

昭和56年7月1日～昭和60年  6月30日 

昭和60年7月1日～平成元年3月31日 

平成元年  4月1日～平成9年 3月31日 

平成9年4月1日以後 

新築された日 控除額 

（※）100万円 

（※）150万円 

（※）230万円 

（※）350万円 

（※）420万円 

450万円 

1,000万円 

1,200万円 

上記②の中古住宅の敷地を取得した場合で、次の要件に該当するとき。 

○住宅の取得が土地を取得した日から1年以内のとき。 

○住宅の取得が土地を取得した日前1年以内のとき。 

自己居住用以外の土地付新築未使用住宅（上記①に該当する住宅） 

を新築後1年以内に取得したとき。 

 

取得した土地の税額から、次のいずれか多い方の 

額が減額されます。 

○45,000円 

○土地1�当たりの価格（備考３）× 

　住宅の床面積の2倍（一戸につき200㎡が限度） 

　×3/100

住
宅
用
の
土
地
の
減
額 

�
中
古
住
宅 

�
新（
増･

改
）築
住
宅 

住
宅
の
課
税
標
準
の
特
例 

③
新
築
住
宅
用
土
地 

自己居住用 

自己居住用 

以　　　外 

⑤
中
古
住
宅
用
土
地 

（
土
地
付
建
売
住
宅
） 

新
築（
未
使
用
）住
宅
用
土
地 
④ 

備考　1　その他公共事業のために不動産を収用されまたは譲渡し、それに代わるものと認められる不動産をその収用等の日から２年以内に 
　　　　取得した場合などについても、課税の特例があります。 

　　　2　上記の課税の特例の適用を受けるためには、事実を証する書類を添えて特例適用の申告書を地方振興局県税部に提出しなければな 
　　　　りません。なお、住宅用の土地の減額について、あわせて減額申請書を提出することが必要です。また、上記③～⑤のうち③の�を 
　　　　除き住宅と住宅用土地の取得者が異なる場合には、この軽減措置は適用されません。 

　　　3　 宅地評価土地の場合は、その価格に２分の１を乗じた後の１�当たりの価格です。 

　　　 

 

�土地を取得した日から3年以内（※）に、その土地の上に住宅が新築された

ときで、次の○または○に該当する場合。 

　○土地を取得した者が、その土地を住宅の新築の時まで引き続き所有しているとき。 

　○土地を取得した者が、土地を譲渡し、当該土地の譲受人が住宅を新築したとき。 

　 （※）平成26年3月31日までの土地の取得に限る。 

�土地を取得した日前1年以内に、その土地の上に住宅を新築していたとき。 

ア 

ア 

イ 

イ 

上記①の新築住宅の土地を取得した場合で、次の要件に該当するとき 

自己居住用の土地付新築未使用住宅（上記①に該当する住宅で、平

成10年4月1日以降に新築されたものに限る。）を取得したとき。 

○土地と住宅の取得時期が異なるときは、土地を取得した日から1

年以内に、その土地の上にある住宅を取得したとき、又は、土地を取

得した日前1年以内に、その土地の上にある住宅を取得していたと

き。 

次のすべての要件に該当する中古住宅を個人が取得した場合 

１　次のいずれかの要件に該当するもの 

　　�平成17年4月1日以後に取得した住宅で、個人が自己の居住用とし

て取得したもの。 

　　�平成17年3月31日以前に取得した住宅で、人の居住の用に供され

たことがあるものを、個人が自己の居住用として取得したもの。 

2　床面積が50�以上240�以下のもの。 

3　次のいずれかの要件に該当するもの 

　　�木造（軽量鉄骨造を含む） …………………………新築後20年以内 

　　　非　木　造 ……………………………………………新築後25年以内 

　　�昭和57年1月1日以後に新築されたもの、又は取得した日前2年以

内に建築士等が行う耐震診断によって、新耐震基準に適合している

ことの証明がされているもの。 

左の要件を満たす場合、家屋の価格から1戸につき
1,200万円（※）が控除されます。 
○価格が1,200万円未満である場合はその額が限度です。 
○一戸建て以外の住宅については、独立した区画ご
とに控除されます。 

※  「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行日（平成21
年6月4日）以後、同法に規定された「長期優良住宅」として認定
を受け、特例適用要件を満たす住宅を平成26年3月31日まで
に新築により取得した場合は1,300万円となります。 

15 県税のあらまし
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◆納 め る 人
自動車（特殊自動車・二輪車を除きます。）を取得した者（割賦販売等で売主（ディーラー等）が自動車の所
有権を留保している場合は、買主が取得者とみなされます。）

◆納 め る 額
自動車の取得価額の……5／100（営業用自動車と軽自動車は3／100）
（※）自動車の取得価額には、自動車を取得する際にエアコン、カーナビ等の取付用品（付加物）を併せて取得した場合には、その価額も含まれます。

◆免税・非課税
次の取得に対しては課税されません。

�　取得価額が50万円以下の自動車の取得
�　相続による取得
�　法人の合併または一定の分割による取得
�　所有権留保付で売買された自動車で、代金完済などにより、所有権が買主へ移転した場合の取得
�　自動車販売業者からの取得のうち自動車の性能が良好でないことなどの理由で取得の日から1か月以内にそ
の自動車販売業者に返還した場合

エコカー減税等（主なもの）

この税金は、道路等の行政サービスから得る利益に着目するととも
に、環境への配慮の必要から、自動車の取得に対して課税されるもの
です。

自動車取得税 自動車取得税 

軽減措置等
対　象　車 排出ガス要件 燃費要件

新車の取得 中古車の取得
措　置　内　容

電 気 自 動 車  

プラグインハイブ  
リ ッ ド 自 動 車  

天 然 ガ ス 自 動 車  

クリーンディーゼル
乗 用 車  

 

低 燃 費 車  
（乗用車及び2.5t以 
　下のバス・トラック等） 
 

－ 

－ 

ポスト新長期規制
（H21基準） 

＋10％（ＮＯx）低減 

－ 

 

平成17年排出ガス 
基準75％低減達成 

非課税 

 

 
非課税 

税率を75％ 
軽減 

税率を50％ 
軽減 

取得価額から
45万円控除 

 
 
 
 
 
 

取得価額から
45万円控除 

 
取得価額から
30万円控除 

 
取得価額から
15万円控除 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

※平成22年度燃費基準については、JC08モード燃費値を算定していない自動車の場合に限り適用。 

 

〈平成24年度～平成26年度〉 

平成27年度燃費基準＋20％達成 
（※平成22年度燃費基準＋50％達成） 

平成27年度燃費基準＋10％達成 
（※平成22年度燃費基準＋38％達成） 

平成27年度燃費基準達成 
（※平成22年度燃費基準＋25％達成） 

◆申告と納税
次に掲げる日までに申告し、納めることになっています。
○新規登録または使用の届出をすべき自動車を取得した場合……その登録または届出のとき
○移転登録をすべき自動車を取得した場合……その登録をすべき事由があった日から15日以内（その日前に移
転登録があった場合は、その登録のとき）
○その他の自動車を取得した場合……取得の日から15日以内
（注） 申告を代理人等に委託したときは、必ずその控えを受け取り、内容をよく確認してください。

◆市町村への交付
県に納付された自動車取得税の66.5／100の金額は、管理する市町村道の延長及び面積に応じ、県内の市町
村に交付されます。

自動車には、
次のような税金
がかかっています。

＊なお、このほか購入時等に消費税（国税）及び地方消費税（県税）がかかります。 

購入

保有

使用

自 動 車 取 得 税（県税）

自 動 車 税 （県税）

軽 自 動 車 税 （市町村税）

自 動 車 重 量 税 （国税）

揮 発 油 税  （国税）

地方揮発油税 （国税）

石油ガス税 （国税）

軽油引取税 （県税）

ガソリン
消　　費

LPG消費

軽油消費

身体障がい者等の減免

5
自動車税と同様に、一定の要件に

該当する身体障がい者などの足がわ
りとして使用する自動車や構造変更
をした自動車の取得については、登
録の際に申請すると自動車取得税が
減免されます。
詳しくは、最寄りの地方振興局県税

部にお問い合わせください。
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この税金は、自動車という財産の所有に対して課税される財産税の
一種ですが、道路を使用することに対しての整備費や教育・産業の振
興などのために使われています。

◆納 め る 人
県内に主たる定置場のある自動車の所有者（割賦販売等で売主（ディーラー等）が自動車の所有権を留保して

いる場合は、買主が所有者とみなされます。）

◆納 め る 額
自動車の種類、用途、排気量などによって年税額（4月～翌年3月の1年間）で
定められており、主なものは次のページのとおりです。
なお、自動車税は、4月1日（賦課期日）現在の所有者に課税されますが、年度
の中途で廃車や新規登録をした場合は、次のとおり月割りの税額になります。
○4月1日後に廃車をした場合 …… 4月から廃車をした月までの分
○新 規 登 録 を し た 場 合 …… 新規登録をした月の翌月から3月までの分

◆申告と納税
1 申 告 自動車を購入・廃車・登録事項の変更などをしたときは、そのつど、登録するときに自動車

税の申告書を提出することになっています。
2 納 税 県から送付される納税通知書により5月末日までに納めることになっています。

ただし、4月1日後に新規登録をした場合は申告のときに月割りで納めることになっています。

自動車税 自動車税 

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持っている人のために使用する自
動車で、一定の要件に該当する場合については、申請により自動車税の減免を受けることができます。
詳しくは、最寄りの地方振興局県税部にお問い合わせください。

車を売買したとき、車の使用をやめたとき、住所を変更したときなどは、管轄の運輸支局で登録変更等の手続き
をしましょう。手続きを忘れますと、使用していない車に税金が課されるなどのトラブルの原因ともなります。

身体障がい者等の減免

自動車税はコンビニエンスストアでも納めることができます。
○　金融機関、郵便局に加え、コンビニエンスストアでも自動車税を納めることができます。（ただし、コンビニでの
納付は専用のバーコードが印字されている納税通知書のみ利用できます） 

　　利用できるのは、下記のコンビニエンスストアです。夜間・休日を問わず全国の店舗から納めて頂くことができます。 
○　利用できるコンビニエンスストア 
　エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、生活彩家、
セーブオン、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、デイリーヤマザキストアー、ローソン 

◆自動車税年税額一覧表（主なもの）

総排気量　　　　1�以下 

    〃　　　　　　1�超～1.5�以下 

    〃　　　　　　1.5�超～2�以下 

    〃　　　　　　2�超～2.5�以下 

    〃　　　　　　2.5�超～3�以下 

    〃　　　　　　3�超～3.5�以下 

    〃　　　　　　3.5�超～4�以下 

    〃　　　　　　4�超～4.5�以下 

    〃　　　　　　4.5�超～6�以下 

    〃　　　　　　6�超 

最大積載量　　　1トン以下 

    〃　　　　　　1トン超～2トン以下 

    〃　　　　　　2トン超～3トン以下 

    〃　　　　　　3トン超～4トン以下 

最大積載量１トン以下で総排気量1�以下 

一般乗合用 

12,000円 

14,500円 

17,500円 

20,000円 
22,500円 

25,500円 

29,000円 

26,500円 

32,000円 

38,000円 

44,000円 
50,500円 

57,000円 

64,000円 

33,000円 

16,000円 

14,300円 

13,200円 

40,500円 

35,000円 

30,000円 

25,500円 

20,500円 

16,000円 

11,500円 

8,000円 
111,000円 

88,000円 

76,500円 

66,500円 

58,000円 

51,000円 

45,000円 

39,500円 

34,500円 

29,500円 

12,800円 

11,200円 

10,200円 

29,500円に8トンを超える 
1トンまでごとに4,700円を 
加算した額 

40,500円に8トンを超える 
1トンまでごとに6,300円を 
加算した額 

25,500円 

22,000円 

18,500円 

15,000円 

12,000円 

9,000円 

6,500円 

29,500円 

40,700円 

27,200円 

23,600円 

20,500円 

17,900円 

15,700円 

13,800円 

9,500円 

8,500円 

7,500円 

41,000円 

49,000円 

57,000円 
65,500円 

74,000円 

83,000円 

そ　の　他 

    〃　　　　　　4トン超～5トン以下 

    〃　　　　　　5トン超～6トン以下 

    〃　　　　　　6トン超～7トン以下 

    〃　　　　　　7トン超～8トン以下 

乗車定員　　　　30人以下 

    〃　　　　　　30人超～40人以下 

    〃　　　　　　40人超～50人以下 

    〃　　　　　　50人超～60人以下 

    〃　　　　　　60人超～70人以下 

    〃　　　　　　70人超～80人以下 

    〃　　　　　　80人超 

    〃　　　　　　8トン超 

　最大乗車定員が4人以上であるもの 
（貨客兼用車） 

年　　税　　額 
区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分 営業用 自家用 

乗
　
用
　
車 

ト
　
ラ
　
ッ
　
ク 

バ
　
　
ス 

1�超～1.5�以下 

1.5�超 

〃 

〃 
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納税通知書の右には、自動車の継続検査・構造等変更検査（車検）用の納税証明書がついています。
この納税証明書は、みなさんが銀行や郵便局などの窓口で税金を払い込み、領収印が押されると効力が発生す

るようになっています。
車検を受けるときは、この納税証明書が必要ですから、車検証とあわせて保管しておいてください。

自動車が増えるにつれて、自動車税をめぐるトラブルが多く発生しています。
次のようなことに注意して、快適なドライブをしましょう。

Ｑ　手放した自動車の納税通知書が届いたのですが、どうしてでしょうか。
Ａ 自動車税は4月1日現在の登録名義人である所有者に課税されますので、移転の登録や抹消の登録が行われていな
いと、もとの所有者に課税されます。自動車を下取りに出したり、他人に譲ったときには、必ず移転又は抹消の手
続きをしましょう。
Ｑ　車検切れで使用していない自動車にも自動車税が課税されるのでしょうか。
Ａ 車検切れの自動車であっても、自動車としての機能を失っていない限り自動車税が課税されます。壊れて動かな
くなったり、使用しなくなった車は運輸支局で抹消の手続きをしましょう。抹消の手続きをすれば、翌月から課税
されなくなります。すでに年税額を納めている場合には、抹消した翌月以降の税金は返ってきます。
Ｑ 住所が変わって、住民票は移したのに納税通知書が来ませんが、どうしてでしょうか。
Ａ 自動車税の納税通知書は運輸支局に登録されている住所に送っています。住所が変わったときには、必ず運輸支局で変
更登録の手続きをしましょう。なお、その際に住所の表記は詳しく正確にお願いします。

地方税法の改正により、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車はその排出ガス性能に応じ自動
車税の税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする税率の特例
措置（いわゆる「自動車税のグリーン化」）が実施されています。

◆税率の軽減（環境負荷の小さい自動車）
　�　次の自動車については、新車新規登録の翌年度の自動車税が軽減されます。 

◆税率の重課（環境負荷の大きい自動車）

対　象　と　な　る　自　動　車 重課される期間

ディーゼル車 

ガソリン車及びLPG車 

初年度登録年月が平成13年3月までのもの 

初年度登録年月が平成11年3月までのもの 

平成24年度分以降 

平成24年度分以降 

　　次の自動車については、通常の税率から概ね10％自動車税が重課されます。 

平成17年排出ガス 
基準＋75％達成車 

平成17年排出ガス規制値より75％以上有害物質の排出を 
低減させた自動車（右記のステッカー貼付がある自動車） 

　�　上記の各用語については、次のとおりです。 

新車新規登録された年度 軽減される期間

平成22年度（平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間） 

平成23年度（平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間） 

平成23年度（1年間） 

平成24年度（1年間） 

　�　自動車税が軽減される期間は、自動車が新車新規登録された年度に応じ次のとおりとなります。 

※電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車、一般乗合用バス及び被けん引車は除きます。 

対　象　と　な　る　自　動　車 措　　置

　　・平成22年度、23年度に新車新規登録されたもの 

通常の税率から概ね50％軽減 
低公害車（電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び天然ガス自動車） 

低燃費車（＋25％）で、かつ平成17年排出ガス基準＋75％達成車 

低燃費車（＋25％） 
自動車検査証の備考欄に、平成22年度燃費基準25％向上達成車
（ディーゼル車の場合は、平成17年度燃費基準）と記載されて
いる自動車（右記のステッカー貼付がある自動車） 

自動車税のグリーン化 （環境配慮型税制）

◆納 め る 人　県内に鉱区をもっている鉱業権者
◆納 め る 額　�砂鉱を目的としない鉱区　試掘鉱区…面積100アールごとに年額200円

採掘鉱区…面積100アールごとに年額400円
ただし、石油または可燃性天然ガスを目的とするものは、上記の税率の2／3となります。
�砂鉱を目的とする鉱区　面積100アールごとに年額200円

◆申告と納税 1 申告 納税義務が発生または消滅した日から7日以内に申告することになっています。
2 納税 県から送付される納税通知書により5月31日までに納めることになっています。

この税金は、地下の埋蔵鉱物を採掘するという権利（鉱業権）を与え
られていることに対する負担として課税されるものです。鉱区税 鉱区税 
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本来は市町村税ですが、ダムや大工場など一定限度以上の大規模施設
等の償却資産に対して県が課税するものです。

◆納 め る 人 　 一定限度以上の償却資産の所有者
◆納 め る 額 償却資産の価格のうち、市町村が課すべき金額を超える部分の金額の…1.4／100
◆申告と納税　 1  申告　償却資産の所在地の市町村長に、1月31日までに申告することになっています。

2  納税 県から送付される納税通知書により4月、7月、12月及び翌年2月に納めることになっています。

核燃料税の使途 　核燃料税は、原子力発電所の立地に伴う多種多様な財政需要に充てることになっており、原子力
関係啓発広報・安全や防災対策の事業等を実施するための貴重な財源として活用してまいりました。 

　第7期課税期間（平成19年12月31日～平成24年12月30日）においても、引き続き安全・防災対策、民生安定対
策、産業振興対策等の諸施策を推進するため有効に活用してまいります。 

関係市町村等への配分 　核燃料税は、県が行う事業への使用のほか、原子力発電所立地および周辺市町村
等に税収の30％を配分し、関係市町村等が行う事業へも活用されております。 

　 

県固定資産税 県固定資産税 

この税金は、消費税（国税）と同様に、商品の売上げやサービスの提
供などに対して課税されるもので、県内で商品の購入などを行う消費者
のみなさんに県や市町村の公共サービスの経費を広く負担していただく
ものです。

◆納 め る 人（消費税と同じです。）
�譲渡割……課税資産の譲渡などを行った事業者
�貨物割……課税貨物を保税地域から引き取った者
※「保税地域」：関税法により財務大臣が指定し、又は税関長が許可した場所で、空港・港などで外国貨物の積卸し、運搬又は一時保管
できる場所のことをいいます。

◆納 め る 額
消費税の税額の…………………25／100
備考　消費税（税率4％）と地方消費税（消費税4％×25／100＝消費税率換算1％相当）をあわせると5％の負担率となります。

◆申告と納税
当分の間、消費税とあわせて国（税務署・税関）に申告して、納めることになっています。
なお、国は、納められた地方消費税額を、税務署や保税地域の所在する都道府県に後日払い込みます。

◆都道府県間の清算
地方消費税は事業者の住所または本社所在地の税務署や保税地域が所在する都道府県に払い込まれることとさ
れています。
このため、消費が実際に行われた（最終消費地の）都道府県の税収となるように、消費に関連した一定の統計
に基づいて、都道府県間で清算を行います。

◆市町村への交付
都道府県間の清算を行ったあと、その額の1/2の金額は、県内の市町村に交付されます。

地方消費税 地方消費税 

この税金は、原発立地及び周辺地域の安全対策、民生安定対策等、原
子力発電所が立地するが故に生じる費用の一部に充てられる法定外普通
税です。

◆納 め る 人　発電用原子炉の設置者
◆納 め る 額　価額割：発電用原子炉に挿入された核燃料の価額の１０/１００

重量割：　　　　　　　〃　　　　　　 重量1キログラムにつき８，０００円
◆申告と納税　核燃料を挿入した日の属する月の翌々月末日までに申告納付します。

法定外普通税として昭和52年11月に5年間を期限に新設された税で、以後5年ごとに更新を行っています。

核燃料税 核燃料税 


























